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産
後
ケ
ア
事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問 

健
康
増
進
課
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）　
☎
25
‐
２
１
０
０

子育て

　

市
で
は
、
出
産
後
、
お
母
さ
ん
の

育
児
を
支
援
す
る
た
め
、
自
宅
訪
問

ま
た
は
委
託
施
設
に
通
所
し
、
母
子

の
ケ
ア
や
授
乳
指
導
、
育
児
相
談
な

ど
が
受
け
ら
れ
る
産
後
ケ
ア
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
4
月
か
ら

下
表
の
と
お
り
委
託
施
設
を
追
加
し

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
利
用
で
き
る
方
＝
利
用
日
当
日
に

　

市
に
住
民
票
が
あ
る
方
で
、
育
児

　

不
安
や
し
こ
り
な
ど
の
乳
房
ト
ラ

　

ブ
ル
を
抱
え
る
お
母
さ
ん
と
生
後

　

４
カ
月
ま
で
の
お
子
さ
ん

▼
内
容

【
訪
問
型
産
後
ケ
ア
】

　

助
産
師
に
よ
る
乳
房
ケ
ア
、
授
乳

指
導
、
育
児
相
談
な
ど

【
通
所
型
産
後
ケ
ア
】

〇
お
母
さ
ん
の
ケ
ア
（
お
母
さ
ん
の

　

健
康
状
態
、
乳
房
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

　
の
乳
房
ケ
ア
、休
息
に
関
す
る
こ
と
）

〇
お
子
さ
ん
の
ケ
ア
（
お
子
さ
ん
の

　

健
康
状
態
、
発
育
、
発
達
、
体
重
、

　

栄
養
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
）

〇
育
児
サ
ポ
ー
ト
（
授
乳
指
導
、
ス

　

キ
ン
ケ
ア
や
沐
浴
指
導
）
や
育
児

　

相
談

〇
食
事
の
提
供
な
ど

▼
利
用
回
数
＝
訪
問
型
と
通
所
型
を

　

合
わ
せ
て
５
回
ま
で

▼
自
己
負
担
額

〇
訪
問
型
＝
１
０
０
０
円

〇
通
所
型
＝
２
０
０
０
円

※
生
活
保
護
受
給
者
、
市
民
税
非
課

税
世
帯
の
場
合
は
、
自
己
負
担
額
が

免
除
に
な
り
ま
す
。
事
前
に
健
康
増

進
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
お
父
さ
ん
・
兄
弟
が
一
緒
に
参
加

す
る
場
合
は
、
別
途
料
金
が
か
か
り

ま
す
。

▼
利
用
方
法
＝
利
用
前
に
申
請
が
必

　

要
に
な
り
ま
す
。
詳
細
は
健
康
増

　
進
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［ 訪問型 ］
　〇ベビーヘルシー美蕾
　〇 BIO HOUSE（ビオハウス）
　〇守谷助産院
　〇母乳育児相談室　すぺーすまんま
　〇 Fuerza de mujer（フェルサ・デ・ムフェール）

［ 通所型 ］　
　〇ベビーヘルシー美蕾

■産後ケア事業委託施設

後
期
高
齢
者
被
保
険
者
証
更
新
の
お
知
ら
せ

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
７
）

お知らせ

　

毎
年
７
月
末
は
、
保
険
証
の
切
り

替
え
時
期
で
す
。

　

現
在
お
使
い
の
「
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
」
の
有
効
期
限

は
、
７
月
31
日
㈫
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
末
ま
で

に
郵
送
し
ま
す
（
特
定
記
録
）。

　

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
記
載
内

容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
８
月
１
日

㈬
か
ら
は
新
し
い
保
険
証
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
排
出
は
契
約
制
に

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
５
）

手続き・申請

排
出
予
定
の
農
家
は
契
約
を　

　

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
収
集

は
、廃
棄
物
処
理
法
の
規
定
に
よ
り
、

排
出
者
（
農
家
）
と
処
理
業
者
な
ど

が
「
処
分
」
と
「
収
集
運
搬
」
の
２

つ
の
契
約
を
直
接
結
ぶ
こ
と
が
必
要

に
な
り
ま
し
た
。

　

市
農
業
用
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

適
正
処
理
推
進
協
議
会
で
は
、
今
年

度
以
降
の
収
集
を
対
象
と
し
た
処
分

な
ど
の
契
約
の
と
り
ま
と
め
を
行
い

ま
す
。

　

排
出
を
希
望
す
る
方
や
、
今
後
排

出
す
る
可
能
性
の
あ
る
方
は
、
必
ず

契
約
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間
＝
７
月
２
日
㈪
～
８
月

　

31
日
㈮

農
地
の
利
用
状
況
調
査
の
お
知
ら
せ

問 

谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事
務
局　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
６
３
０
１
）

　

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
、
農
地

の
「
利
用
状
況
調
査
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
調
査
期
間
は
６
月
中
旬
か

ら
11
月
上
旬
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

　

調
査
の
際
に
は
、
農
業
委
員
、
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
、
事
務
局

職
員
が
農
地
に
立
ち
入
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
、
遊
休
農
地
と
判
断

さ
れ
た
農
地
に
つ
い
て
は
、
所
有
者

に
対
し
「
利
用
意
向
調
査
」
を
実
施

し
ま
す
。

　

遊
休
農
地
を
放
置
し
た
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
雑
草
が
繁
茂
し
、
ご
み

の
不
法
投
棄
や
病
害
虫
の
発
生
な
ど

の
原
因
と
な
り
、
周
辺
農
地
や
住
民

の
方
に
大
変
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
固
定
資
産
の
課

税
が
強
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
農
地
が
荒
廃
し
な
い
よ
う
、

草
刈
り
な
ど
の
適
正
な
管
理
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
持
参
す
る
物
＝
印
鑑（
ゴ
ム
印
不
可
）

▼
申
込
先
＝
谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課

※
契
約
を
結
ん
だ
場
合
で
も
、
回
収

の
際
に
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
事
前
に

回
収
申
し
込
み
は
必
要
で
す
。
申
込

期
間
な
ど
は
広
報
つ
く
ば
み
ら
い
10

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

中学生議会を開催します！
市内の中学生 12 人が議会議員となって模擬議会を開催します。
中学生の皆さんが日頃感じている行政への疑問や思いを質問
し、市政について熱く語ります。ぜひ、傍聴にお越しください。
▶日時：７月 31 日㈫　午後２時開始 ( 予定 )
▶市議会議事堂 ( 谷和原庁舎３階 )
問市政策秘書課　☎ 58‐ 2111( 内線 1102)

お知らせ


